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議員提出議案第４号 

 

感染症法上の分類において、新型コロナウイルス感染症を現状の 

新型インフルエンザ等から変更することを求める意見書案 

 

 本案を別紙のとおり提出する。 
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（別 紙） 

令和４年２月 日 

衆 議 院 議 長  参 議 院 議 長 

内 閣 総 理 大 臣  総 務 大 臣 

厚 生 労 働 大 臣  新型コロナ対策・ 

          健康危機管理担当大臣 

 

大阪市会議長 丹 野 壮 治 

 

感染症法上の分類において、新型コロナウイルス感染症を現状の 

新型インフルエンザ等から変更することを求める意見書 

 

新型コロナウイルス感染症は感染症法第６条７項３号により新型インフルエンザ等感染

症と位置付けられ、あらゆる場面において感染症法上の二類感染症とほぼ同等の取り扱い

が求められている。これにより全数報告、就業制限、汚染された場所の消毒、入院勧告等

の様々な規定が適用されている。 

特に政府への全数報告や療養場所の特定が義務付けられることから、保健所に過度な負

担がかかっている。全ての感染事例を把握する必要があることから、無症状も含めた全て

の事例について何らかの形で保健所が対応する必要があり、その他疫学調査や入院勧告等、

業務過多となるおそれがでている。 

 
各あて 
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現在流行中のオミクロン株においては、様々な特例で対応しているが、欧米での感染者

数から予測するに今までと桁違いの感染者数を出す可能性があり、もはやすべての感染者

を保健所で対応することが、現実的にできなくなる可能性がある。適時に業務をこなせな

い結果、危険度の高い感染者に医療提供が遅れ、保健所を通す今の法体制がかえって市民

に危険を及ぼすことになりかねない。 

保健所に過度の負担をかけることにより、医療提供が遅れるようでは本末転倒である。 

よって国におかれては、現在流行中のオミクロン株の感染者数の推移やリスク度を正確

に分析したうえで、新型コロナウイルス感染症の取り扱いを現状の新型インフルエンザ等

から、季節性インフルエンザと同じ程度の取り扱いに変更するよう要望する。 

また、オミクロン株のリスク度に合わせて、現状の濃厚接触者の隔離期間の見直しや、

指定医療機関中心のコロナ診療対応から地域医療を中心とした医療対応への転換、感染症

法上の分類を見直した後の医療費負担の問題、積極的疫学調査の位置づけ等、早急に課題

を整理し、取り得る最大限の対策を講じられるよう強く要望する。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 


